
平成30年度の年金額改定についてお知らせします！
～年金額は昨年度から据え置き～～年金額は昨年度から据え置き～

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

　平成30年1月26日、総務省から「平成29年平均の全国消費者物価指数」が公表されました。
　これを踏まえ、平成30年度の年金額は、法律の規定により、平成29年度から据え置きとなります。詳細につきまし
ては、以下のとおりです。

年金受給権者年金受給権者のの再就職について再就職について
　老齢厚生年金・障害厚生年金および共済年金の受給権者が再就職したときは、下記届出が必要です。

●公務員（フルタイム再任用職員を含む）として再就職した場合

　　 「年金受給権者再就職届書（組合員用）」が必要です。 
※引き続き組合員（公務員）となった場合を除きます。

● 公務員（短時間再任用職員）、民間会社や 私立学校共済の教職員等に再就職した場合

　　届出は不要です。

●国会議員・地方議会議員に就任した場合

　　  「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生
年金在職支給停止（解除）届」が必要です。

※１　名目手取り賃金変動率　　 前年の物価変動率に2年度前から4年度前までの3年度平均における実質賃金変動率と可処分所得
割合変化率を乗じたもの

※2　 マクロ経済スライド　　　 現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金や物
価の変動がプラスとなる場合、改定率から控除するもの

◆平成30年度の参考指標
　（1）物価変動率 0.5%
　（2）名目手取り賃金変動率※1 ▲0.4%
　（3）マクロ経済スライド※2によるスライド調整率 ▲0.3%

　年金額は、現役世代の賃金水準に連動する仕組みとなっています。
　この年金額の改定ルールは法律により規定され、賃金水準の変動がマイナスで、物価水準の変動がプラスとなる
場合には、年金を受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金額（既裁定年金）ともに、スライド（増減）
なしとすることが規定されています。
　これにより、平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス（▲0.4％）で、物価
変動率がプラス（0.5％）となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライド（増減）なしとされます。

年金額の改定について

共済だより
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